
福生市告示第186号 

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成12年法律第149号。以下「法」

という。）第５条の３第１項の規定によるマンション管理適正化支援法人（以下「支

援法人」という。）の登録（以下「登録」という。）については、次のとおりである。 

  令和７年11月28日 

福生市長 加 藤 育 男 

 

支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、登録を行わないことと

する。 


